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令和８年度戦略的土地利用推進業務委託プロポーザル方式実施要領 

 

この要領は、令和８年度戦略的土地利用推進業務委託の契約候補事業者を、公募型プロポーザル

方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務目的 

本市では、令和７年３月に策定した「藤枝市新産業創造プラン」において、「“健康・予防のま

ち”を築く健康生活産業の創造」（プロジェクト名：藤枝ＨＡＬＥバレー構想）を掲げ、本市の強

みを成長に変える新産業を創出し、地域経済力と所得水準の向上、市民の健康長寿を図るものと

している。 

本業務は、“健康・予防のまち”の中核拠点（スマートシティ）の形成を目指す「水上地区」に

おいて、地域住民（権利者）、企業、行政が連携した新たなまちづくりの実現に向け、現況都市基

盤の課題や地域固有の強みに着目し、企業からの投資を呼び込み、土地利用の実現を目指すため、

基本方針（グランドデザイン）と、最適な事業スキーム等の検討を目的とするものである。 

併せて、製造・物流拠点の形成を目指し、産業用地開発可能性調査を実施する。 

 

２ 業務内容 

（１）業 務 名  令和８年度戦略的土地利用推進業務委託 

（２）業 務 内 容  仕様書のとおり 

（３）実 施 形 式  公募型プロポーザル方式 

（４）見積の上限額  25,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

           ただし、見積の上限額が契約金額とは限らない 

※消費税及び地方消費税相当額を含め、仕様書の項目ごとの内訳を下記の限度額内 

にすること。 

・仕様書「３業務内容」【水上地区】１～４：20,000,000円 

・仕様書「３業務内容」【産業用地開発可能性調査】５～６： 5,000,000円 

・仕様書「３業務内容」【共通】７：上記それぞれの業務で行うものとし、費用につ 

いてはそれぞれの限度額内に割り振ること。 

 

（５）支 払 条 件  完了払い 

（支払方法 事業完了後、請求があった日から 30日以内に指定金融機関口

座に支払う。） 

（６）納入成果品  仕様書のとおり 

（７）履 行 期 限  仕様書のとおり 

 

３ 参加資格 

次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項に該当する者でないこと（同

令第 167条の 11第１項において準用する場合も含む）。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４第２項の規定に基づく藤枝市の入札参加資格基準による入 
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札参加の資格制限に該当しないこと。 

（３）藤枝市の当該業務に係る業務委託の競争入札参加資格を有していること。ただし、対象業務

の特殊性などにおいて、競争入札参加有資格者以外のものが参加することもできる。この場合、

参加申込に必要な提出物に加え、藤枝市入札参加資格審査申請に必要な資料を提出すること。 

（４）藤枝市入札参加資格停止措置要綱による入札参加停止、藤枝市工事請負契約等に係る暴力団 

及び関係者排除措置要領による指名排除を受けていないこと。 

（５）同種・類似業務に関する業務の実績があること。なお、同種・類似業務とは土地区画整理事業、

スマートシティ形成、官民連携のまちづくり等に係る構想や計画等の作成実績をいう。 

 

４ スケジュール 

内 容 期 間 

実施要領の公表 令和８年４月 27日（月） 

質問提出期限 令和８年５月７日（木）正午 

質問への回答 令和８年５月 11日（月） 

参加申込書提出 令和８年４月 27日（月）～５月 13日（水）午後５時 

参加資格審査結果通知 令和８年５月 18日（月） 

企画提案書提出 令和８年４月 27日（月）～５月 25日（月）正午 

審査会 令和８年５月 28日（木） 

審査結果通知 令和８年６月５日（金） 

見積合せ執行 令和８年６月上旬（予定） 

（契約候補事業者に別途通知） 

随意契約締結  令和８年６月上旬（予定） 

 

５ 質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和８年５月７日（木）正午 

（２）質問書の提出方法 

任意様式に記入の上、持参又は郵送・Ｅメールにより提出すること。持参による提出は、土 

曜、日曜、祝日を除く平日の午前８時 30分から午後５時までとする。電話による質問の受 

付は行わない。 

（３）提出先 

   〒426－8722 静岡県藤枝市岡出山一丁目 11番 1号 藤枝市役所東館２階 

藤枝市 都市建設部 都市政策課 

   Ｅメール：toshiseisaku@city.fujieda.lg.jp 

（４）質問に対する回答方法及び回答日 

令和８年５月 11日（月）に市ホームページに質問及び回答内容を掲載する。 

（５）説明会 

   本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 
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６ 参加申込書・企画提案書等の提出 

（１）参加申込及び資格確認に必要な提出書類（１部） 

 ア 参加申込書（第１号様式） 

 イ 同種・類似業務実績調書（第２号様式） 

  ウ 返信用封筒（送付用の切手を貼付したもの）※参加資格審査結果通知書用 

（２）企画提案に必要な書類（正本１部、副本５部） 

  ア 会社概要（様式は任意）※パンフレットなど会社等の概要がわかるものを添付すること。 

  イ 同種・類似業務実績調書（第２号様式） 

  ウ 業務の実施体制調書（第３号様式） 

エ 企画提案書（様式は任意） 

※時期、運営体制、実施内容を必ず記載すること。 

オ 実施スケジュール（様式は任意） 

   ※実施から完了までの具体的な工程表を作成すること。 

    カ 見積書（明細書も添付。様式は任意） 

※消費税及び地方消費税を含む額とし、具体的経費を積算した内訳書を添付すること。 

（３）提出期限 

    参加申込書等：令和８年５月 13日（水）午後５時必着 

   企画提案書等：令和８年５月 25日（月）正午必着 

（４）提出方法 

持参又は郵送（配達証明付き郵便書留）により提出すること。持参による提出は、土曜、日

曜、祝日を除く平日の午前８時 30分から午後５時までとする。 

（５）提出先 

   上記５（３）と同様 

（６）参加資格審査結果の通知 

上記３及び６（１）の参加資格審査結果は、令和８年５月 18日（月）までに書面で通知する。

なお、参加資格に満たないと判断された事業者は、通知をした日の翌日から起算して７日以

内にその理由について書面（任意様式）にて説明を求めることができる。回答は書面により

行う。 

 

７ 候補事業者の選定 

   候補事業者の選定にあたっては、提出された企画提案書の内容、事業の実施能力等を評価、

採点する。 

（１）開催日時 令和８年５月 28日（木） 午後１時 45分から 順次実施 

※実施時間は該当者に別途連絡する。 

（２）会場 藤枝市役所南館３階会議室 

（３）所要時間 説明 15分以内、質疑応答 10分程度 

※説明準備は説明時間に含めず、開始時刻前に速やかに行うこと。また、説明が制限時間を

超えた場合、途中でも終了とする。 

（４）出席者 ３名以内（第３号様式の１に記載の総括責任者は必ず出席し、総括責任者又は担当

者が説明を行うこと） 
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（５）候補事業者の選定は、別表審査点数表に基づき、審査委員会の各委員の評価点の合計を加算

して順位をつけ、最も評価点の高い提案事業者を、審査委員会の合議の上、候補事業者とし

て選定する。なお、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、審査委員会の合議

により順位を決定する。 

（６）委託業務の品質確保を図る為、候補事業者の選定にあたっての失格基準として、評価点の

合計点が 60％未満だった場合は、失格とする。 

 

 

８ 参加申込者の失格要件 

（１）応募資格を満たさない事業者又は契約候補事業者を決定するまでの間に資格要件を満たさな

くなった場合 

（２）応募書類に虚偽の記載をした場合 

（３）本実施要領における諸条件に違反した場合 

（４）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

９ 提案書の失格要件 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）プロポーザル実施要領等で示された、提案書の提出方法、提出期限、提出先、書類作 

 成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（３）上記（１）並びに（２）に定めるもののほか、指示した条件に違反した場合 

 

10 提案書等の取扱い 

（１）提出された提案書等は、返却しない。 

（２）提案書等の作成及び提出に要する費用は、参加事業者の負担とする。 

（３）提案書の作成については、１事業者１提案とし、提案書を受け付けた後の追加及び修正は、 

原則認めないこととする。 

 

11 提案書の著作権 

（１）提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属する。 

（２）藤枝市は、プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、 

  提出された提案書等の全部又は一部の複製等をすることができる。 

（３）藤枝市は、参加事業者から提出された提案書等について、藤枝市情報公開条例（平成 13 年 

条例第２号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる。 

 

12 契約の締結 

  藤枝市は契約候補事業者と協議し、企画・提案内容を反映した仕様書を調整のうえ、契約候補 

事業者と見積合せを行い、予定価格の範囲内で随意契約を締結するものとする。ただし、契約候 

補事業者が、地方自治法施行令第 167条の４第１項又は第２項の規定する者に該当することに 

なった場合は、契約を締結しない。この場合、次順位候補事業者を契約先相手方に選定する。 
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13 留意事項 

本プロポーザルの応募に要する一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

 

14 問合せ先 

  藤枝市都市建設部都市政策課 

電  話  ０５４－６４３－３３７３ 

Ｅメール  toshiseisaku@city.fujieda.lg.jp 
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別表 審査点数表（100点満点） 

 

審査項目 配点

100

※評価点の合計点が60％未満だった場合は、失格とする。

提案に有効性があるか

金
額

見積金額

※点数は5段階で評価（20点満点：20点,16点,12点,8点,4点／15点満点：15点,12点,9点,6点,3点／10点満点：10点,8点,6点,4点,2点）

・２１００万円未満（１０点）
・２１００万円～２２００万円未満（８点）
・２２００万円～２３００万円未満（６点）
・２３００万円～２４００万円未満（４点）
・２４００万円以上（２点）

・提案内容は、基本計画の策定や事業手法の検討など、
事業の実現化に向けて確実に推進するものとなっている
か。
・権利者の合意形成と、企業の参画を誘導できるものと
なっているか。

10

見積金額

合計

20

20

15

15

10

提案の実現性

提案の有効性

提案の独創性

実施体制

業務の実施手続
き

・事業の実現やスマートシティの形成という課題に対
し、独創的な手法や、工夫のある提案内容となっている
か。

組
織
評
価

提
案
に
対
す
る
評
価

評価の視点

当該業務を遂行するために必要な知識・経験はあるか

適切な業務を提供できる実施体制か

提案内容は、実際の事業化に向けた実現性が十分であるか

提案内容に独創性があるか

・事業効果を上げられ、かつ、無理のない工程となって
いるか

・従事人員・役割分担は適切か

・スマートシティ形成など、企業等と連携した先端のま
ちづくり事業の実績、ノウハウを有しているか。
・土地区画整理事業等の同等規模のまちづくり事業の実
績を有しているか

業務実施手続きを示す業務フローまたは工程表等は妥当か

・曖昧さの少ない提案内容になっているか
・事業化が十分に見込める提案内容になっているか

10
業務執行技術力
（履行実績）


